
仕 様 書 

 

１ 役務の名称 

Ａ地域（中央区・東区・西区）道路台帳補正業務 

 

２ 役務の内容 

本役務は、本市が実施する道路法第28条に基づく道路台帳の調製業務であり、告

示（区域決定、区域変更等）、道路工事などにより現況の変化した道路及び本市より

指示された道路について、デジタル道路台帳図の作成・修正及び道路現況調査票等

の作成を行うものである。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和９年(2027年)３月31日まで。 

ただし、当該期間のうち数回に分けて指示を行うため、指示ごとの履行期間をそ

の都度設定する。 

 

４ 提供資料等 

(1) 道路台帳補正要領 

(2) デジタル道路台帳図作成マニュアル 

(3) デジタル道路台帳図取得要領・図式 

(4) デジタル道路台帳図データ検査ツール及び操作説明書 

(5) デジタル道路台帳図データ作成エラー解説集 

(6) 各種調書類 

ア 指示内訳書 

イ 指示一覧表 

ウ 区域区間調書 

エ 道路現況異動調書 

オ 橋梁現況異動調書 

(7) 各種調査票用紙 

 

５ 貸与資料等 

(1) 告示原議 

(2) 工事図（工事契約図、工事引継図） 

(3) 軽微修正指示図 

(4) 開発行為の図面（公共施設台帳、道路占用物件平面図等） 

(5) 地積測量図 

(6) 測量成果（座標、中心点網図等） 

(7) デジタル道路台帳図データ（各種DM、SIMAデータ） 

(8) 各種台帳（橋梁台帳、敷地図など） 

(9) デジタル道路台帳図用地番図 



(10) その他業務に必要な資料等 

 

６ 提出書類 

(1) 契約締結後速やかに提出を求めるもの 

主任技術者指定通知書、主任技術者経歴書、測量士登録証明書又は測量士登録

通知書の写し、主任技術者と受託者との直接的な雇用関係を確認できる書類（健

康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し等）。 

なお、提出後の上記書類について内容に変更があった場合は、速やかに変更後

の内容が反映された書類を提出すること。 

(2) 指示後速やかに提出を求めるもの 

業務着手届、承諾書 

(3) 指示完了時に提出を求めるもの 

完了届、成果品 

 

７ 成果品 

(1) デジタル道路台帳図データ（各種DM、SIMAデータ） 

(2) 検査ツールログファイル 

(3) 附図データ 

(4) 断面図データ 

(5) 道路現況異動調査票及び橋梁現況異動調査票 

(6) その他の各種台帳（橋梁台帳、敷地図など） 

(7) 作業素図 

(8) 点検図 

 

８ 納品場所及び検査場所 

札幌市建設局総務部道路認定課 

※検査については、本市が指定する数か所の現場を含む。 

 

９ 情報セキュリティ対策 

(1) 本業務の遂行に当たり知り得たすべての情報は、履行期間中及び履行終了後に

おいても第三者に漏らしてはならない。 

(2) 本業務の作業を受託者の保有する環境で実施する際には、受託者の責任におい

てセキュリティ対策を行ったうえで作業を実施すること。  

(3) 受託者は、本業務に使用する機器及びソフトウェアにおいて、OS等のセキュリ

ティパッチを最新の状態に保つなど、適切な脆弱性対策を講じること 。 

(4) 情報の漏えい、紛失等の情報セキュリティインシデントが発生した、又はその

疑いがある場合は、速やかに本市へ連絡し、被害拡大の防止等の必要な措置を講

じること。  

(5) 本市が必要と認める場合、受託者における情報セキュリティ対策の履行状況に

ついて報告を求めることができる。 



(6) 受託者の情報セキュリティ対策の履行が不十分であることが認められた場合、

札幌市と協議したうえで、本業務の一時中断等、必要な措置を講ずること。 

(7) 業務完了後、速やかに貸与資料等を返却するとともに、業務の過程で作成した

不用な写しについては、廃棄・抹消すること。  

(8)本業務の一部を再委託する場合には、本市の承認を得るとともに、再委託先に

対しても本条と同等の情報セキュリティ対策を遵守させること。 

 

10 その他 

(1) この仕様書に定められていない事項については、双方協議のうえ決定するもの

とする。 

(2) 業務の遂行にあたっては、再生紙を活用するなど環境に最大限配慮すること。

また、労働安全衛生規則に基づき、適切な熱中症対策を講じること。 



仕 様 書 

 

１ 役務の名称 

Ｂ地域（北区）道路台帳補正業務 

 

２ 役務の内容 

本役務は、本市が実施する道路法第28条に基づく道路台帳の調製業務であり、告

示（区域決定、区域変更等）、道路工事などにより現況の変化した道路及び本市より

指示された道路について、デジタル道路台帳図の作成・修正及び道路現況調査票等

の作成を行うものである。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和９年(2027年)３月31日まで。 

ただし、当該期間のうち数回に分けて指示を行うため、指示ごとの履行期間をそ

の都度設定する。 

 

４ 提供資料等 

(1) 道路台帳補正要領 

(2) デジタル道路台帳図作成マニュアル 

(3) デジタル道路台帳図取得要領・図式 

(4) デジタル道路台帳図データ検査ツール及び操作説明書 

(5) デジタル道路台帳図データ作成エラー解説集 

(6) 各種調書類 

ア 指示内訳書 

イ 指示一覧表 

ウ 区域区間調書 

エ 道路現況異動調書 

オ 橋梁現況異動調書 

(7) 各種調査票用紙 

 

５ 貸与資料等 

(1) 告示原議 

(2) 工事図（工事契約図、工事引継図） 

(3) 軽微修正指示図 

(4) 開発行為の図面（公共施設台帳、道路占用物件平面図等） 

(5) 地積測量図 

(6) 測量成果（座標、中心点網図等） 

(7) デジタル道路台帳図データ（各種DM、SIMAデータ） 

(8) 各種台帳（橋梁台帳、敷地図など） 

(9) デジタル道路台帳図用地番図 



(10) その他業務に必要な資料等 

 

６ 提出書類 

(1) 契約締結後速やかに提出を求めるもの 

主任技術者指定通知書、主任技術者経歴書、測量士登録証明書又は測量士登録

通知書の写し、主任技術者と受託者との直接的な雇用関係を確認できる書類（健

康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し等）。 

なお、提出後の上記書類について内容に変更があった場合は、速やかに変更後

の内容が反映された書類を提出すること。 

(2) 指示後速やかに提出を求めるもの 

業務着手届、承諾書 

(3) 指示完了時に提出を求めるもの 

完了届、成果品 

 

７ 成果品 

(1) デジタル道路台帳図データ（各種DM、SIMAデータ） 

(2) 検査ツールログファイル 

(3) 附図データ 

(4) 断面図データ 

(5) 道路現況異動調査票及び橋梁現況異動調査票 

(6) その他の各種台帳（橋梁台帳、敷地図など） 

(7) 作業素図 

(8) 点検図 

 

８ 納品場所及び検査場所 

札幌市建設局総務部道路認定課 

※検査については、本市が指定する数か所の現場を含む。 

 

９ 情報セキュリティ対策 

(1) 本業務の遂行に当たり知り得たすべての情報は、履行期間中及び履行終了後に

おいても第三者に漏らしてはならない。 

(2) 本業務の作業を受託者の保有する環境で実施する際には、受託者の責任におい

てセキュリティ対策を行ったうえで作業を実施すること。  

(3) 受託者は、本業務に使用する機器及びソフトウェアにおいて、OS等のセキュリ

ティパッチを最新の状態に保つなど、適切な脆弱性対策を講じること 。 

(4) 情報の漏えい、紛失等の情報セキュリティインシデントが発生した、又はその

疑いがある場合は、速やかに本市へ連絡し、被害拡大の防止等の必要な措置を講

じること。  

(5) 本市が必要と認める場合、受託者における情報セキュリティ対策の履行状況に

ついて報告を求めることができる。 



(6) 受託者の情報セキュリティ対策の履行が不十分であることが認められた場合、

札幌市と協議したうえで、本業務の一時中断等、必要な措置を講ずること。 

(7) 業務完了後、速やかに貸与資料等を返却するとともに、業務の過程で作成した

不用な写しについては、廃棄・抹消すること。  

(8)本業務の一部を再委託する場合には、本市の承認を得るとともに、再委託先に

対しても本条と同等の情報セキュリティ対策を遵守させること。 

 

10 その他 

(1) この仕様書に定められていない事項については、双方協議のうえ決定するもの

とする。 

(2) 業務の遂行にあたっては、再生紙を活用するなど環境に最大限配慮すること。

また、労働安全衛生規則に基づき、適切な熱中症対策を講じること。 



仕 様 書 

 

１ 役務の名称 

Ｃ地域（白石区・清田区・手稲区）道路台帳補正業務 

 

２ 役務の内容 

本役務は、本市が実施する道路法第28条に基づく道路台帳の調製業務であり、告

示（区域決定、区域変更等）、道路工事などにより現況の変化した道路及び本市より

指示された道路について、デジタル道路台帳図の作成・修正及び道路現況調査票等

の作成を行うものである。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和９年(2027年)３月31日まで。 

ただし、当該期間のうち数回に分けて指示を行うため、指示ごとの履行期間をそ

の都度設定する。 

 

４ 提供資料等 

(1) 道路台帳補正要領 

(2) デジタル道路台帳図作成マニュアル 

(3) デジタル道路台帳図取得要領・図式 

(4) デジタル道路台帳図データ検査ツール及び操作説明書 

(5) デジタル道路台帳図データ作成エラー解説集 

(6) 各種調書類 

ア 指示内訳書 

イ 指示一覧表 

ウ 区域区間調書 

エ 道路現況異動調書 

オ 橋梁現況異動調書 

(7) 各種調査票用紙 

 

５ 貸与資料等 

(1) 告示原議 

(2) 工事図（工事契約図、工事引継図） 

(3) 軽微修正指示図 

(4) 開発行為の図面（公共施設台帳、道路占用物件平面図等） 

(5) 地積測量図 

(6) 測量成果（座標、中心点網図等） 

(7) デジタル道路台帳図データ（各種DM、SIMAデータ） 

(8) 各種台帳（橋梁台帳、敷地図など） 

(9) デジタル道路台帳図用地番図 



(10) その他業務に必要な資料等 

 

６ 提出書類 

(1) 契約締結後速やかに提出を求めるもの 

主任技術者指定通知書、主任技術者経歴書、測量士登録証明書又は測量士登録

通知書の写し、主任技術者と受託者との直接的な雇用関係を確認できる書類（健

康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し等）。 

なお、提出後の上記書類について内容に変更があった場合は、速やかに変更後

の内容が反映された書類を提出すること。 

(2) 指示後速やかに提出を求めるもの 

業務着手届、承諾書 

(3) 指示完了時に提出を求めるもの 

完了届、成果品 

 

７ 成果品 

(1) デジタル道路台帳図データ（各種DM、SIMAデータ） 

(2) 検査ツールログファイル 

(3) 附図データ 

(4) 断面図データ 

(5) 道路現況異動調査票及び橋梁現況異動調査票 

(6) その他の各種台帳（橋梁台帳、敷地図など） 

(7) 作業素図 

(8) 点検図 

 

８ 納品場所及び検査場所 

札幌市建設局総務部道路認定課 

※検査については、本市が指定する数か所の現場を含む。 

 

９ 情報セキュリティ対策 

(1) 本業務の遂行に当たり知り得たすべての情報は、履行期間中及び履行終了後に

おいても第三者に漏らしてはならない。 

(2) 本業務の作業を受託者の保有する環境で実施する際には、受託者の責任におい

てセキュリティ対策を行ったうえで作業を実施すること。  

(3) 受託者は、本業務に使用する機器及びソフトウェアにおいて、OS等のセキュリ

ティパッチを最新の状態に保つなど、適切な脆弱性対策を講じること 。 

(4) 情報の漏えい、紛失等の情報セキュリティインシデントが発生した、又はその

疑いがある場合は、速やかに本市へ連絡し、被害拡大の防止等の必要な措置を講

じること。  

(5) 本市が必要と認める場合、受託者における情報セキュリティ対策の履行状況に

ついて報告を求めることができる。 



(6) 受託者の情報セキュリティ対策の履行が不十分であることが認められた場合、

札幌市と協議したうえで、本業務の一時中断等、必要な措置を講ずること。 

(7) 業務完了後、速やかに貸与資料等を返却するとともに、業務の過程で作成した

不用な写しについては、廃棄・抹消すること。  

(8)本業務の一部を再委託する場合には、本市の承認を得るとともに、再委託先に

対しても本条と同等の情報セキュリティ対策を遵守させること。 

 

10 その他 

(1) この仕様書に定められていない事項については、双方協議のうえ決定するもの

とする。 

(2) 業務の遂行にあたっては、再生紙を活用するなど環境に最大限配慮すること。

また、労働安全衛生規則に基づき、適切な熱中症対策を講じること。 



仕 様 書 

 

１ 役務の名称 

Ｄ地域（厚別区・豊平区・南区）道路台帳補正業務 

 

２ 役務の内容 

本役務は、本市が実施する道路法第28条に基づく道路台帳の調製業務であり、告

示（区域決定、区域変更等）、道路工事などにより現況の変化した道路及び本市より

指示された道路について、デジタル道路台帳図の作成・修正及び道路現況調査票等

の作成を行うものである。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和９年(2027年)３月31日まで。 

ただし、当該期間のうち数回に分けて指示を行うため、指示ごとの履行期間をそ

の都度設定する。 

 

４ 提供資料等 

(1) 道路台帳補正要領 

(2) デジタル道路台帳図作成マニュアル 

(3) デジタル道路台帳図取得要領・図式 

(4) デジタル道路台帳図データ検査ツール及び操作説明書 

(5) デジタル道路台帳図データ作成エラー解説集 

(6) 各種調書類 

ア 指示内訳書 

イ 指示一覧表 

ウ 区域区間調書 

エ 道路現況異動調書 

オ 橋梁現況異動調書 

(7) 各種調査票用紙 

 

５ 貸与資料等 

(1) 告示原議 

(2) 工事図（工事契約図、工事引継図） 

(3) 軽微修正指示図 

(4) 開発行為の図面（公共施設台帳、道路占用物件平面図等） 

(5) 地積測量図 

(6) 測量成果（座標、中心点網図等） 

(7) デジタル道路台帳図データ（各種DM、SIMAデータ） 

(8) 各種台帳（橋梁台帳、敷地図など） 

(9) デジタル道路台帳図用地番図 



(10) その他業務に必要な資料等 

 

６ 提出書類 

(1) 契約締結後速やかに提出を求めるもの 

主任技術者指定通知書、主任技術者経歴書、測量士登録証明書又は測量士登録

通知書の写し、主任技術者と受託者との直接的な雇用関係を確認できる書類（健

康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し等）。 

なお、提出後の上記書類について内容に変更があった場合は、速やかに変更後

の内容が反映された書類を提出すること。 

(2) 指示後速やかに提出を求めるもの 

業務着手届、承諾書 

(3) 指示完了時に提出を求めるもの 

完了届、成果品 

 

７ 成果品 

(1) デジタル道路台帳図データ（各種DM、SIMAデータ） 

(2) 検査ツールログファイル 

(3) 附図データ 

(4) 断面図データ 

(5) 道路現況異動調査票及び橋梁現況異動調査票 

(6) その他の各種台帳（橋梁台帳、敷地図など） 

(7) 作業素図 

(8) 点検図 

 

８ 納品場所及び検査場所 

札幌市建設局総務部道路認定課 

※検査については、本市が指定する数か所の現場を含む。 

 

９ 情報セキュリティ対策 

(1) 本業務の遂行に当たり知り得たすべての情報は、履行期間中及び履行終了後に

おいても第三者に漏らしてはならない。 

(2) 本業務の作業を受託者の保有する環境で実施する際には、受託者の責任におい

てセキュリティ対策を行ったうえで作業を実施すること。  

(3) 受託者は、本業務に使用する機器及びソフトウェアにおいて、OS等のセキュリ

ティパッチを最新の状態に保つなど、適切な脆弱性対策を講じること 。 

(4) 情報の漏えい、紛失等の情報セキュリティインシデントが発生した、又はその

疑いがある場合は、速やかに本市へ連絡し、被害拡大の防止等の必要な措置を講

じること。  

(5) 本市が必要と認める場合、受託者における情報セキュリティ対策の履行状況に

ついて報告を求めることができる。 



(6) 受託者の情報セキュリティ対策の履行が不十分であることが認められた場合、

札幌市と協議したうえで、本業務の一時中断等、必要な措置を講ずること。 

(7) 業務完了後、速やかに貸与資料等を返却するとともに、業務の過程で作成した

不用な写しについては、廃棄・抹消すること。  

(8)本業務の一部を再委託する場合には、本市の承認を得るとともに、再委託先に

対しても本条と同等の情報セキュリティ対策を遵守させること。 

 

10 その他 

(1) この仕様書に定められていない事項については、双方協議のうえ決定するもの

とする。 

(2) 業務の遂行にあたっては、再生紙を活用するなど環境に最大限配慮すること。

また、労働安全衛生規則に基づき、適切な熱中症対策を講じること。 


